
第５次粕屋町総合計画 前期基本計画（平成28年度から平成32年度） 

 
第５次総合計画基本構想において、前計画のまちづくりの基本理念を継承しつつ、これか

らの新しい時代に向けて、さらに協働のまちづくりを進めることにより、町民誰もが安心し

て暮らせるまちを実現するために、新たに「協働でつくる安心のまち」をまちづくりの基本

理念として掲げます。 
 
第５次総合計画の前期基本計画では、さらに協働のまちづくりを進めるために、協働のあ

り方や基本目標１－１－（２）まちづくり活動、協働の基本施策において、どの程度協働に

ついて示していくかを検討しています。 
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第５次総合計画で 

推し進めたい「協働」 

●自助：個人・家庭の力でできることは、個人・家庭で行う。 

●互助：隣近所で支え合ってできることは、隣近所で助け合う。 

●共助：地域（町内会・ＮＰＯ・ボランティア・民間業者等）で力を合わせてできることは、地域で助け合う。 

●公助：個人・家庭・隣近所・地域で実現が困難なこと、行政が実施することが効率的なことは、積極的に

支援する。 
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行政がサポート 

 

健康管理 

災害時の備え 

 

 

日常的な助け合い 

声かけ・見守り 

 

 

地域美化活動 

地域防犯活動 

企業 CSR 活動

 

ボランティア 

後援、補助 

自主防災組織 

 

 

審議会への参画 
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